
「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ

中

西

康

裕

は

じ

め

に

（
�
）

大
化
前
代
か
ら
ア
ベ
氏
は
、
大
き
な
政
変
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
後
宮
や
有
力
者
と
の
婚
姻
関
係
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ

（
�
）

て
、
勢
力
を
維
持
し
た
豪
族
で
あ
る
。
ア
ベ
氏
内
に
は
布
勢
、
引
田
、
長
田
（
他
田
）、
狛
、
久
努
、
小
殿
な
ど
の
系
統
が
あ
り
、
か
な

り
の
規
模
を
も
つ
氏
族
で
あ
っ
た
。
大
化
か
ら
十
世
紀
ま
で
の
人
物
で
『
国
史
大
辞
典
』
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
時
代
順

に
、
大
化
の
左
大
臣
阿
倍
内
麻
呂
（
倉
橋
麻
呂
）、
孝
徳
の
妃
阿
倍
小
足
媛
、
斉
明
朝
の
征
夷
の
阿
倍
比
羅
夫
、
持
統
朝
・
文
武
朝
で
大

納
言
か
ら
右
大
臣
と
な
っ
た
阿
倍
御
主
人
、
元
正
朝
の
大
納
言
阿
倍
宿
奈
麻
呂
、
聖
武
朝
の
中
納
言
阿
倍
広
庭
、
遣
唐
留
学
生
と
し
て
中

国
で
活
躍
し
た
阿
倍
仲
麻
呂
、『
大
同
類
聚
方
』
の
編
者
安
倍
真
直
、
仁
明
朝
の
参
議
安
倍
安
仁
、
そ
し
て
時
代
は
下
る
が
近
時
広
く
名

前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
安
倍
晴
明
、
そ
の
子
安
倍
吉
平
で
あ
る
。
ま
た
、『
国
史
大
辞
典
』
の
項
目
に
は
な
い
が
、
平
城
朝
の
観

察
使
安
倍
兄
雄
も
い
る
。
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
ア
ベ
氏
の
人
々
は
、
当
初
は
「
阿
倍
」
を
名
乗
る
が
、
後
に
は
「
安
倍
」
を
用
い
る
よ

う
に
な
る
。「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
何
時
の
こ
と
な
の
か
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
の
変
化
が
何
時
な
の
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら

五
七
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に
関
連
す
る
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
表
記
の
こ
と
を
扱
う
の
で
、
氏
族
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
に
は
「
ア
ベ
」
と
カ

タ
カ
ナ
で
表
現
す
る
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
を
参
照
し
た
場
合
に
は
年
月
の
み
と
し
出
典
は
注
記
せ
ず
、
史
料
引
用
で
は
日
付
も
入
れ

る
こ
と
と
す
る
。

一

国
史
の
表
記

表
記
の
変
化
（
用
字
の
変
化
）
を
追
う
手
始
め
に
国
史
の
表
記
を
検
討
す
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
「
阿
倍
」
表
記

で
あ
り
、
一
方
『
日
本
後
紀
』
で
は
ほ
と
ん
ど
が
「
安
倍
」
で
、『
続
日
本
後
紀
』
以
降
は
す
べ
て
「
安
倍
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
変
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』
を
検
討
す
る
。
な
お
、
後
に
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
東
北
地
方
の
豪

族
に
与
え
ら
れ
た
複
姓
の
一
部
の
ア
ベ
は
一
先
ず
対
象
外
と
す
る
。
ま
た
、
ア
ベ
氏
は
阿
閇
氏
と
も
同
祖
関
係
に
あ
る
が
、「
阿
倍
」「
安

倍
」
の
表
記
に
関
わ
ら
な
い
の
で
検
討
か
ら
外
し
た
。

（
１
）『
続
日
本
紀
』
の
用
例

『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
「
阿
倍
」「
安
倍
」
の
例
数
を
巻
別
に
集
計
し
た
も
の
が
第
１
表
で
あ
る
。
同
一
記
事
中
で
、
複
数
出
て
く
る

場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
を
数
え
た
。「
阿
」
と
「
安
」
の
違
い
と
い
う
微
細
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
以
下
、「
大
系
本
」）

（
�
）

と
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、
岩
波
本
）
を
併
用
し
た
。
な
お
、
両
者
の
異
同
は
註
に
譲
る
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
三
五
三
例
中
、「
阿
倍
」
が
二
五
二
例
、「
安
倍
」
が
一
〇
一
例
あ
る
。
順
に
み
て
お
く
。「
安
倍
」
の
初
出
は
巻
四

慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
十
一
月
の
「
安
倍
朝
臣
真
君
」
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
「
安
倍
」
は
散
見
す
る
が
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
出
て
く
る

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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八



の
が
巻
十
三
で
あ
る
。
巻
十
三
は
天
平
十
年
（
七
三
八
）

か
ら
天
平
十
二
年
を
範
囲
と
し
て
い
る
が
、「
安
倍
」
が

見
ら
れ
る
の
は
天
平
十
二
年
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
後

「
安
倍
」
は
僅
か
と
な
り
、
巻
二
十
六
あ
た
り
か
ら
増
え

て
い
る
。
年
次
で
言
え
ば
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
で

あ
る
。「
安
倍
」
が
「
阿
倍
」
よ
り
多
く
出
る
の
は
巻
二

十
七
（
天
平
神
護
二
年
）
で
あ
る
が
、
巻
二
十
八
〜
三
十

は
か
え
っ
て
少
な
く
な
る
。
巻
三
十
二
（
宝
亀
三
年
〜
四

年
）
で
再
び
「
安
倍
」
が
多
く
な
る
が
、
結
局
延
暦
元
年

（
七
八
二
）
か
ら
は
じ
ま
る
巻
三
十
七
以
降
に
な
ら
な
い

と
「
安
倍
」
の
多
数
は
安
定
し
な
い
。

右
の
よ
う
な
傾
向
は
窺
え
る
が
、「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
一
斉
に
切
り
替
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ア
ベ
氏
の
一
部
が
「
安
倍
」
を

名
乗
り
は
じ
め
、
徐
々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
半
で
も
巻
に
よ
っ
て
、「
阿
倍
」
が
優
勢
な
の
は
、
記
事
の
偶
然
性
の

産
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
同
一
人
物
で
も
「
阿
倍
」「
安
倍
」
の
両
方
の
表
記
が
、
し
か
も
前
後
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
記
事

中
に
複
数
検
出
さ
れ
る
場
合
に
表
記
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

・
天
平
神
護
元
年
正
月
己
亥
（
七
日
）
条
（
叙
位
・
叙
勲
記
事
）「
安
倍
朝
臣
毛
人
」「
安
倍
朝
臣
弥
夫
人
」「
阿
倍
朝
臣
息
道
」「
安

倍
朝
臣
都
与
利
」

第 1表 『続日本紀』の「阿倍」「安倍」

安倍

0
1
0
1
1
3
3
2
2
2
6
9
6
5
3
9
9

11
10

8

阿倍

2
12

1
20
10

4
2
9
6
6

12
2
1
1
9
7
3
2
6
4

巻

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

安倍

0
0
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0

阿倍

1
3
9
7
7
7
5

12
10

7
3

14
9
5
2
5
1

12
5
9

巻

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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・
天
平
神
護
二
年
三
月
戊
午
（
三
日
）
条

伊
予
国
人
秦
毘
登
浄
足
等
十
一
人
、
賜
二

姓
阿
倍
小
殿
朝
臣
一

。
浄
足
自
言
難
破
長
柄
朝

庭
、
遣
二

大
山
上
安
倍
小
殿
小
鎌
於
伊
予
国
一

。

・
天
平
神
護
二
年
九
月
丙
子
（
二
十
三
日
）
条
（
巡
察
使
任
命
）「
阿
倍
朝
臣
毛
人
」「
安
倍
朝
臣
御
県
」

・
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
二
月
癸
巳
（
十
八
日
）
条
（
任
官
記
事
）「
安
倍
朝
臣
少
東
人
」「
阿
倍
朝
臣
草
麻
呂
」

・
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
三
月
甲
辰
（
五
日
）
条
（
任
官
記
事
）「
阿
倍
朝
臣
為
奈
麻
呂
」「
安
倍
朝
臣
弟
当
」「
安
倍
朝
臣
諸
上
」

・
宝
亀
十
一
年
正
月
癸
酉
（
七
日
）
条
（
叙
位
記
事
）「
安
倍
朝
臣
東
人
」「
阿
倍
朝
臣
祖
足
」

・
天
応
元
年
（
七
八
一
）
五
月
癸
未
（
二
十
五
日
）
条
（
任
官
記
事
）「
阿
倍
朝
臣
石
行
」「
安
倍
朝
臣
祖
足
」「
阿
倍
朝
臣
家
麻
呂
」

こ
の
よ
う
に
、
同
一
記
事
で
異
な
っ
た
表
記
が
あ
る
の
は
、
編
纂
時
の
「
杜
撰
」
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
例
数

が
あ
る
こ
と
、
同
一
人
物
で
も
両
方
の
表
記
が
あ
る
こ
と
は
単
に
「
杜
撰
」
で
す
ま
せ
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
併
用
さ

れ
て
い
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
続
日
本
紀
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
編
纂
史
料
で
あ
る
か
ら
、
編
纂
者
の
誤
記
や
追
記
、
あ
る
い
は
改
変
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

国
史
と
い
え
ど
も
当
時
の
実
態
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」

へ
の
変
化
を
読
み
解
く
に
は
、
原
史
料
に
あ
た
る
の
が
必
要
で
あ
る
が
、
先
に
『
続
日
本
紀
』
に
続
く
国
史
を
み
て
お
き
た
い
。

（
２
）『
日
本
後
紀
』
の
用
例

（
�
）

『
日
本
後
紀
』
で
は
八
七
の
用
例
が
あ
る
。「
阿
倍
」
は
五
例
で
、「
安
倍
」
が
圧
倒
的
で
あ
る
。「
阿
倍
」
表
記
の
五
例
を
あ
げ
る
。

・
延
暦
十
八
年
九
月
辛
亥
（
十
日
）
条
（
任
官
記
事
）
正
五
位
下
阿
倍
朝
臣
弟
当
為
二

兵
部
大
輔
一

。

・
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
正
月
壬
午
（
十
七
日
）
条

左
京
人
正
七
位
上
阿
倍
小
殿
朝
臣
真
直
、
従
五
位
下
阿
倍
小
殿
朝
臣
真
出
等
賜
二

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ

六
〇



姓
阿
倍
朝
臣
一

。

・
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
二
月
辛
亥
（
二
十
二
日
）
条

左
京
人
従
五
位
下
阿
倍
長
田
朝
臣
節
麻
呂
、
従
七
位
上
阿
倍
長
田
朝
臣
高
継

等
八
人
賜
二

姓
阿
倍
朝
臣
一

。

・
弘
仁
三
年
四
月
壬
寅
（
十
五
日
）
条

右
京
人
従
七
位
上
阿
倍
小
殿
朝
大
家
賜
二

姓
阿
倍
朝
臣
一

。

・
弘
仁
三
年
六
月
戊
子
（
二
日
）
条
（「
日
本
紀
」
の
講
読
）「
陰
陽
頭
正
五
位
下
阿
倍
朝
臣
真
勝
」

五
例
の
う
ち
、
三
例
は
阿
倍
複
姓
か
ら
阿
倍
賜
姓
と
い
う
共
通
事
案
で
あ
る
こ
と
が
注
意
し
て
お
き
た
い
。

『
日
本
後
紀
』
は
多
く
が
欠
失
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
欠
失
部
分
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
逸
文
の
出
典
は
『
類
聚
国
史
』『
日
本
紀
略
』

で
あ
り
、
失
わ
れ
る
以
前
の
『
日
本
後
紀
』
を
類
別
、
抄
録
し
た
二
次
編
纂
史
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
阿
」「
安
」
の
違
い
と
い
う

細
か
な
点
に
つ
い
て
の
保
証
は
乏
し
く
な
る
。
欠
失
部
分
で
『
類
聚
国
史
』『
日
本
紀
略
』
か
ら
ア
ベ
の
用
例
は
三
八
例
確
認
で
き
、
そ

の
う
ち
一
例
だ
け
が
「
阿
倍
」
で
あ
っ
た
。

・
延
暦
十
七
年
五
月
丙
午
（
二
七
日
）
条
（
羽
栗
臣
翼
の
卒
伝
）
父
吉
麻
呂
、
霊
亀
二
年
、
以
二

学
生
阿
倍
朝
臣
仲
麻
呂
傔
人
一

入
唐
。

（『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
七
還
俗
僧
）

『
続
日
本
後
紀
』
で
は
六
一
例
の
用
例
の
す
べ
て
「
安
倍
」
で
あ
り
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
で
は
五
〇
例
が
す
べ
て
「
安
倍
」
で
あ

っ
た
。

（
�
）

な
お
、
国
史
で
は
な
い
が
、
弘
仁
五
年
完
成
の
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
お
い
て
は
、
本
文
で
二
一
例
の
ア
ベ
は
す
べ
て
「
阿
倍
」
で
あ

（
�
）
り
、
上
表
文
と
序
文
に
お
い
て
も
「
阿
倍
朝
臣
真
勝
」
の
名
前
が
編
者
の
一
人
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
い
る
。

『
日
本
後
紀
』
以
降
は
「
安
倍
」
が
圧
倒
的
で
あ
る
が
、
国
史
で
の
「
阿
倍
」
の
最
後
の
記
事
は
弘
仁
三
年
と
な
る
。
そ
の
二
年
後
に

完
成
し
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
で
も
「
阿
倍
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
記
事
で
「
安
倍
」
で
あ
る
の
に
、「
阿
倍
」
の
使
用
が
続
い

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ

六
一



て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
次
に
原
史
料
を
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
の
変
化
の
時

期
と
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

二

古
文
書
な
ど
の
表
記

（
１
）
正
倉
院
文
書
の
用
例

奈
良
時
代
の
古
文
書
と
い
え
ば
、
正
倉
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
群
で
あ
り
、『
大
日
本
古
文
書
』（
以
下
『
大
日
古
』）
に
活
字
化

（
�
）

さ
れ
て
い
る
。『
大
日
古
』
を
ベ
ー
ス
に
、
紙
焼
き
写
真
と
影
印
本
に
よ
り
確
認
し
た
。
な
お
、
煩
雑
に
な
る
の
で
、
以
下
の
出
典
で
は

『
大
日
古
』
の
巻
数
と
頁
を
示
し
、
文
書
名
は
必
要
な
限
り
で
し
か
記
さ
な
い
。
ま
た
、
日
付
に
つ
い
て
は
、
文
書
そ
の
も
の
を
作
成
し

た
時
点
、
も
し
く
は
追
記
や
書
き
入
れ
た
時
点
の
う
ち
、
後
者
で
日
付
が
明
白
な
も
の
は
そ
れ
を
採
る
。

正
倉
院
文
書
の
ア
ベ
は
一
三
八
例
あ
り
、「
阿
倍
」
は
九
九
例
、「
安
倍
」
は
三
九
例
で
あ
る
。「
安
倍
」
の
初
見
は
天
平
十
二
年
で
あ

（
�
）

る
。
そ
れ
を
含
め
て
和
銅
〜
天
平
年
間
で
、
一
九
例
中
、「
阿
倍
（
阿
部
）」
は
一
五
例
、「
安
倍
」
は
四
例
で
あ
る
。「
安
倍
」
の
四
例
を

年
代
順
に
記
す
と
、

・
天
平
十
二
年
四
月
「
安
倍
御
母
馬
万
呂
」（『
大
日
古
』
七
│
二
一
七
）

・
天
平
十
七
年
四
月
「
安
倍
朝
臣
宮
道
」（『
大
日
古
』
二
│
四
二
五
）

・
天
平
二
十
一
年
二
月
「
安
倍
朝
臣
」（『
大
日
古
』
一
〇
│
五
四
三
）

・
天
平
二
十
一
年
四
月
「
安
倍
朝
臣
」（『
大
日
古
』
三
│
二
一
五
）

で
あ
る
。
一
番
目
の
も
の
は
、
天
平
十
年
「
経
巻
納
櫃
帳
」
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
後
の
書
き
入
れ
で
、「
十
二
年
四
月
九
日
奉
請
東
宮

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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御
所
〈
安
倍
御
母
馬
万
呂
〉」（〈

〉
部
分
は
割
注
）
と
あ
る
。
二
番
目
の
も
の
は
「
左
衛
士
府
移
」
で
「
宮
道
」
が
自
署
で
あ
る
。
三

番
目
は
造
寺
判
官
で
「
従
八
位
上

安
倍
朝
臣
」
を
自
署
し
て
お
り
、
こ
れ
は
真
道
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
四
番
目
の
「
安
倍
朝
臣
」
は
造

東
大
寺
司
判
官
で
欠
名
で
あ
る
が
、
三
番
目
の
真
道
で
あ
ろ
う
。

古
文
書
の
場
合
、
自
署
、
公
文
書
（
有
印
）
な
ど
は
表
記
上
の
信
憑
性
は
高
い
が
、
案
文
や
特
に
聞
書
の
場
合
は
表
記
の
信
頼
性
が
薄

ら
ぐ
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
二
番
目
と
三
番
目
が
自
署
で
あ
る
こ
と
は
、
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
安
倍
」
表
記
の
使
用
が
確
実
に
こ
れ

以
前
に
始
ま
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
一
番
目
の
例
は
自
署
で
は
な
い
が
、
ア
ベ
氏
を
「
安
倍
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、「
安
倍
」
と
は
記
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
正
倉
院
文
書
で
は
天
平
十
二
年
を
「
安
倍
」
の
出
現
の
最
古
の
例
と
判
断
で
き
よ
う
。

（
�
）

天
平
勝
宝
期
に
入
る
と
ア
ベ
は
八
七
例
で
、「
阿
倍
（
阿
部
）」
が
六
七
例
、「
安
倍
」
が
二
〇
例
あ
る
。
天
平
宝
字
期
〜
宝
亀
期
で
は
、

全
二
三
例
中
、「
阿
倍
（
阿
部
）」
が
一
二
例
、「
安
倍
（
安
部
）」
が
一
一
例
と
拮
抗
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
天
平
宝
字
二
年
（
七
五

（
�
）
八
）
の
「
神
祇
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」（『
大
日
古
』
十
五
│
一
三
〇
〜
一
三
二
）
で
一
二
例
中
八
例
が
「
安
倍
」
で
あ
る
こ
と

（
�
）

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
早
川
庄
八
氏
は
、
全
体
に
走
り
書
き
の
感
が
強
く
、
官
職
名
の
漢
字
表
記
の
区
別
を
あ

ま
り
意
識
し
て
い
な
い
な
ど
の
特
徴
を
指
摘
さ
れ
、
聞
書
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
と
、
こ
の
文
書
の
「
阿

倍
」「
安
倍
」
表
記
に
は
厳
密
性
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

正
倉
院
文
書
で
多
く
名
前
が
出
て
く
る
三
人
の
人
物
を
取
り
上
げ
る
。
第
一
に
は
、
縄
麻
呂
（
綱
麻
呂
）
で
あ
る
。
天
平
十
九
年
〜
天

（
�
）

（
�
）

平
勝
宝
元
年
六
月
（
七
四
九
）
は
「
阿
倍
」
を
用
い
る
が
、
天
平
勝
宝
二
年
十
二
月
で
は
「
安
倍
」
と
な
る
。
二
人
目
は
、
先
ほ
ど
も
出

て
き
た
真
道
で
あ
る
。
天
平
十
九
年
か
ら
天
平
二
十
年
十
二
月
ま
で
の
二
例
は
「
阿
倍
」
で
、
天
平
二
十
一
年
二
月
か
ら
「
安
倍
」
が
出

て
く
る
。
こ
の
後
、「
安
倍
」
に
固
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
平
勝
宝
期
二
一
例
中
、「
阿
倍
」
が
一
〇
例
、「
安
倍
」
が
一
一
例
と

（
�
）

ほ
ぼ
等
し
く
出
て
く
る
が
、「
阿
倍
」
は
天
平
勝
宝
四
年
五
月
ま
で
で
、
同
年
七
月
以
降
の
五
例
（
同
年
十
月
を
最
後
と
す
る
）
は
「
安

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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倍
」
で
あ
る
。
三
人
目
は
正
倉
院
文
書
の
ア
ベ
氏
で
最
も
多
く
出
て
く
る
麻
呂
（
万
呂
）
で
あ
る
。
全
部
で
六
一
例
あ
り
、
年
月
の
分
か

る
も
の
だ
け
を
あ
げ
る
と
「
阿
倍
」
が
四
八
例
、「
安
倍
」
が
七
例
で
あ
る
。
天
平
二
十
年
正
月
か
ら
天
平
勝
宝
二
年
五
月
ま
で
の
一
八

例
は
「
阿
倍
」
で
、
同
年
六
月
か
ら
「
安
倍
」
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
後
も
「
阿
倍
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
注
意
し
て
お
き
た
い
こ

（
�
）

と
は
、
二
例
で
「
安
倍
長
田
朝
臣
麻
呂
（
万
呂
）」
と
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

三
人
の
用
例
を
総
じ
て
い
え
ば
、
天
平
勝
宝
二
年
六
月
頃
か
ら
「
安
倍
」
使
用
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

（
２
）『
平
安
遺
文
』
と
木
簡
な
ど

（
�
）

『
平
安
遺
文
』
で
は
一
五
一
箇
所
で
ア
ベ
が
出
て
く
る
。
ほ
と
ん
ど
が
「
安
倍
」
で
、「
阿
倍
（
阿
部
）」
は
四
例
し
か
な
い
。
延
暦
八

（
�
）

（
�
）

年
「
勅
旨
所
牒
案
」
に
「
正
六
位
上
行
少
允
阿
倍
朝
臣
「
犬
養
」」
と
あ
り
、
延
暦
十
八
年
「
大
宰
府
牒
案
」
に
「
正
五
位
下
行
少
貳
勲

（
�
）

十
等
阿
倍
朝
臣
在
判
」
と
あ
る
。
あ
と
の
二
例
は
時
代
が
下
っ
て
、
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）「
安
部
延
武
田
地
賣
券
」
に
「
阿
部
（
草

名
）」「
阿
部
延
正
」
と
あ
る
。

六
国
史
の
範
囲
の
『
平
安
遺
文
』
の
文
書
で
ア
ベ
が
出
て
く
る
も
の
は
二
六
例
と
多
く
は
な
い
が
、
右
記
し
た
二
例
の
み
が
「
阿
倍
」

で
、「
安
倍
」
の
使
用
が
定
着
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

木
簡
に
つ
い
て
は
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。「
阿
倍
」
で
検
索
す
る
と
「
安
倍
」
を
含
め
た
三
六

件
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。「
阿
倍
」
の
木
簡
は
藤
原
宮
、
平
城
宮
・
京
、
長
岡
京
、
そ
し
て
地
方
官
衙
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。
一
方
の
「
安

倍
」
は
一
点
あ
っ
た
。
長
屋
王
邸
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
「
安
倍
大
刀
自
」（『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
一
│
一
五
頁
上
）

（
�
）

と
あ
り
、
長
屋
王
の
室
の
一
人
で
賀
茂
女
王
の
母
で
あ
る
「
阿
倍
朝
臣
」
で
あ
る
。
こ
の
女
性
を
指
す
木
簡
は
他
に
二
点
あ
り
、
そ
れ
ら

（
�
）

に
は
「
阿
倍
大
刀
自
」
と
あ
る
。

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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長
屋
王
邸
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
年
紀
は
天
平
を
遡
り
、「
安
倍
」
使
用
の
古
い
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
の
二

（
�
）

例
で
は
「
阿
倍
」
で
あ
る
。
東
野
治
之
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
内
で
用
い
ら
れ
た
木
簡
は
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
和
文
・
和

語
に
基
づ
く
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
簡
を
も
っ
て
「
安
倍
」
表
記
の
使
用
出
現
期
の
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。

（
�
）

最
後
に
、
正
倉
院
宝
物
の
銘
文
を
み
て
お
く
。
二
点
あ
り
、
天
平
勝
宝
四
年
上
野
国
介
で
「
阿
倍
朝
臣
息
道
」（
国
印
あ
り
、
二
七
号
）

と
天
平
勝
宝
五
年
越
中
掾
「
阿
倍
朝
臣
継
人
」（
七
二
号
）
で
あ
る

『
公
卿
補
任
』
や
『
万
葉
集
』・『
懐
風
藻
』
と
い
っ
た
史
料
に
も
ア
ベ
は
出
て
く
る
が
、
時
を
隔
て
た
編
纂
物
で
あ
り
、
当
時
の
使
用

と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
ア
ベ
史
料
は
右
記
し
た
と
こ
ろ
で
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

三
「
安
倍
」
の
表
記
に
つ
い
て

本
節
で
は
、
従
来
「
阿
倍
」
で
あ
っ
た
ア
ベ
氏
が
「
安
倍
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
お
よ
び
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。時

期
的
に
は
『
続
日
本
紀
』
の
慶
雲
四
年
が
「
安
倍
」
の
初
見
記
事
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
が
複
雑
な
過
程
を
経
た
編
纂
史
料
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
と
断
定
す
る
の
は
不
安
が
あ
る
。
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
原
史
料
で
あ
る
正
倉
院
文
書
、
そ
れ
も
自
署
や
公
文
書
と
い
っ

た
と
こ
ろ
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
自
署
の
あ
る
も
の
で
は
天
平
十
七
年
の
「
安
倍
朝
臣
宮
道
」、
自
署
で
は
な
い
が
天

平
十
二
年
に
「
経
巻
納
櫃
帳
」
に
追
記
さ
れ
た
「
安
倍
御
母
馬
万
呂
」
を
、「
安
倍
」
使
用
の
始
ま
り
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

馬
万
呂
は
こ
れ
だ
け
に
し
か
み
え
な
い
人
物
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
安
倍
御
母
」
を
名
乗

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
天
平
勝
宝
元
年
七
月
乙
未
（
三
日
）
条
に
よ
れ
ば
、
阿
倍
内
親
王
の
乳
母
は
阿
倍
石
井
・
山
田
女
嶋
・
竹

乙
女
の
三
人
で
あ
る
。
天
平
宝
字
元
年
八
月
戊
寅
（
二
日
）
条
に
、
山
田
女
嶋
（
比
売
嶋
）
は
橘
奈
良
麻
呂
の
陰
謀
を
知
り
な
が
ら
そ
れ

を
隠
匿
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
除
二

御
母
之
名
一

」
と
の
処
分
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
御
母
」
は
尊
称
の
名
で
あ
り
、
か
つ
山
田

女
嶋
一
人
に
の
み
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
残
る
二
人
に
も
等
し
く
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
馬
万
呂
は
石
井

の
ご
く
近
い
一
族
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
、
石
井
は
「
安
倍
御
母
」
を
名
乗
る
こ
と
は
な

（
�
）

い
。
も
う
一
例
も
「
阿
倍
」
で
あ
る
。

ま
た
、
同
時
に
「
安
倍
」
使
用
の
理
由
は
こ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
。
天
平
十
年
正
月
に
立
太
子
さ
れ
た
阿
倍
内
親
王
と
深
く
関
連
す
る

と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
皇
太
子
阿
倍
に
対
す
る
避
諱
が
「
安
倍
」
使
用
の
理
由
と
考
え
る
。

（
�
）

い
う
ま
で
も
な
く
避
諱
は
、
中
国
古
来
か
ら
の
貴
人
（
皇
帝
や
父
祖
）
の
諱
を
避
け
る
礼
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
の
頃
に
は
行
わ
れ
て

（
�
）

お
り
、
方
法
と
し
て
は
「
改
字
」「
空
字
」「
欠
筆
」
が
あ
る
。「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
は
「
改
字
」
に
あ
た
る
。
日
本
古
代
に
お
け
る

避
諱
と
言
え
ば
、
大
伴
親
王
が
即
位
し
て
（
淳
和
）、
大
伴
氏
が
伴
氏
に
変
わ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
延
暦
四
年
五
月
に
白
髪
部
を
真
髪

部
、
山
部
を
山
に
変
え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
よ
り
も
早
く
か
ら
、
日
本
に
こ
の
礼
が
入
っ
て
い
た
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
大

化
二
年
（
六
四
六
）
八
月
の
詔
に
も
窺
え
る
。
た
だ
し
、
具
体
例
と
し
て
は
、
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
六
月
に
成
務
の
国
諱
に
触
れ
る
と

し
て
若
帯
日
子
が
改
姓
さ
れ
、
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
一
月
に
備
前
国
の
藤
原
郡
が
藤
野
郡
に
改
め
ら
れ
た
の
が
早
い
段
階
で
あ
る

が
、
中
国
に
比
べ
る
と
浸
透
度
合
い
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
強
調
さ
れ
た
の
は
藤
原
仲
麻
呂
政
権
で
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
氏
の

祖
先
顕
彰
と
い
う
政
治
的
意
図
と
結
合
し
た
の
で
あ
る
。

・『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七

天
平
勝
宝
九
歳
五
月
二
十
六
日
勅

勅
、
頃
者
百
姓
之
間
曾
不
レ

知
レ

礼
。
以
二

御
宇
天
皇
及
皇
后
等
御
名
一

、
有
下

着
二

姓
名
一

者
上

。
自
レ

今
以
後
、
不
レ

得
二

更
然
一

。
所
司
或

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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不
二

改
正
一

、
依
レ

法
科
レ

罪
。
主
者
施
行
。

（
�
）

こ
れ
よ
り
避
諱
が
推
進
さ
れ
て
い
き
、
天
平
勝
宝
九
歳
首
・
史
の
姓
を
�
登
と
改
め
、
天
平
宝
字
元
年
三
月
に
は
藤
原
部
を
久
須
波
良

部
に
、
君
子
部
を
吉
美
候
部
と
改
め
、
二
年
六
月
に
は
史
の
姓
を
避
け
て
直
姓
を
与
え
、
三
年
十
月
に
君
を
公
に
、
伊
美
吉
を
忌
寸
に
改

め
た
。

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
の
改
字
は
、
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
に
対
す
る
避
諱
で
あ
り
、
仲
麻
呂
の
取
っ
た
政
策
に
先
ん
じ
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仲
麻
呂
政
権
で
の
避
諱
は
政
策
と
し
て
行
わ
れ
、
い
わ
ば
一
族
こ
ぞ
っ
て
改
姓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア

ベ
の
避
諱
は
政
策
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
阿
倍
内
親
王
周
辺
の
ア
ベ
氏
が
始
め
、
そ
れ
が
、
若
干
の
広
が
り
を
も
っ
た
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
が
「
阿
倍
」
と
「
安
倍
」
が
併
用
さ
れ
た
背
景
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
阿
倍
内
親
王
周
辺
の
ア
ベ
氏
に
、
忌
避
の
礼
を
示
唆
し
た
人
物
と
し
て
、
帰
朝
時
に
「
唐
礼
一
百
卅
巻
」
を
献
上
し
た
吉
備

（
�
）

（
�
）

（
下
道
）
真
備
を
想
定
す
る
の
は
容
易
い
。
た
だ
し
、
真
備
が
東
宮
学
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
天
平
十
三
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

学
識
を
か
わ
れ
て
立
太
子
直
後
か
ら
阿
倍
内
親
王
周
辺
と
関
係
が
あ
っ
た
か
、
橘
諸
兄
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
接
触
が
あ
っ
た
か
、
と
も
あ

れ
ア
ベ
氏
の
避
諱
に
関
わ
っ
た
と
す
る
に
は
一
説
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

第
二
節
の
正
倉
院
文
書
の
検
討
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
天
平
勝
宝
二
年
六
月
頃
か
ら
「
安
倍
」
使
用
が
増
え
る
の
は
、
阿
倍
内
親
王
が

即
位
し
た
（
孝
謙
）
こ
と
に
よ
る
、
避
諱
の
広
ま
り
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
あ
る
い
は
こ
れ
以
降
も
政
策
や
法

令
と
し
て
「
阿
倍
」
が
避
諱
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、「
阿
倍
」
表
記
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
が
物
語
る
。

ま
た
、
正
倉
院
文
書
の
「
安
倍
」
表
記
の
う
ち
、
麻
呂
に
二
例
「
安
倍
長
田
」
と
あ
る
こ
と
は
、
ア
ベ
氏
の
系
列
の
う
ち
、
長
田
（
他

田
）
系
で
「
安
倍
」
使
用
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
御
母
の
石
井
の
系
列
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
長
田
系
に
近
い
位
置
に
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、「
安
倍
」
は
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
に
対
す
る
避
諱
と
し
て
始
ま
っ
た
と
す
る
と
、
立
太
子
さ
れ
た
天
平
十
年
以
前
の

『
続
日
本
紀
』
の
「
安
倍
」
表
記
が
気
に
な
る
。
逐
一
、
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

「
安
倍
」
の
初
見
は
慶
雲
四
年
で
あ
る
。
史
料
を
あ
げ
て
お
く
と
、

・
慶
雲
四
年
十
一
月
丙
申
（
二
日
）
条

以
二

従
五
位
下
安
倍
朝
臣
真
君
一

為
二

越
後
守
一

。

と
い
う
任
官
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
安
倍
」
使
用
の
始
ま
り
と
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る
。
真
君
は
こ
れ
以
前
『
続
日
本
紀
』
に
慶
雲

二
年
十
二
月
に
か
ら
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
三
年
七
月
に
は
大
倭
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て
本
条
が
あ
る
が
、
和
銅
元
年
三
月
に
も
越

後
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
阿
倍
」
で
あ
る
。
慶
雲
四
年
十
一
月
と
和
銅
元
年
二
月
と
約
四
箇
月
の
間
で
二
度
も

越
後
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
で
は
「
何
れ
か
が
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
岩
波
本
の
補
注
で

は
、
他
に
三
つ
の
重
複
記
事
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
単
な
る
記
事
の
重
複
と
み
る
か
、
再
任
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
」

と
し
、「
留
任
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
し
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
は
巻
七
と
巻
九
の
養
老
期
に
も
四
例
の
「
安
倍
」
表
記
が
あ
る
。

・
養
老
元
年
（
七
一
七
）
八
月
甲
午
（
三
日
）
条

正
三
位
安
倍
朝
臣
宿
奈
麻
呂
言
、
正
七
位
上
他
田
臣
万
呂
、
本
系
同
族
、
実
非
二

異
姓
一

。
追
二

尋
親
道
一

、
理
須
二

改
姓
一

。
請
、
賜
二

安
倍
他
田
朝
臣
姓
一

。
許
レ

之
。

・
養
老
二
年
三
月
乙
巳
（
十
日
）
条

以
二

正
三
位
長
屋
王
、
安
倍
朝
臣
宿
奈
麻
呂
一

並
為
二

大
納
言
一

。

・
養
老
六
年
二
月
壬
申
条

以
二

正
四
位
下
安
倍
朝
臣
広
庭
一

参
二

議
朝
政
一

。

任
官
記
事
と
改
賜
姓
記
事
で
あ
る
。

立
太
子
以
前
の
「
安
倍
」
は
右
の
五
例
で
あ
る
。
天
平
十
年
以
降
、「
安
倍
」
表
記
は
不
可
思
議
で
は
な
い
が
、
即
位
後
の
天
平
勝
宝

年
間
や
天
平
宝
字
年
間
ま
で
で
も
「
安
倍
」
表
記
は
少
な
い
。
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・
天
平
十
二
年
正
月
庚
子
（
十
三
日
）
条
「（
正
六
位
上
）
安
倍
朝
臣
嶋
麻
呂
」（
叙
位
記
事
↓
従
五
位
下
）

・
天
平
十
二
年
九
月
戊
申
（
二
十
四
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂
」（
大
将
軍
大
野
東
人
等
言
）

・
天
平
十
二
年
十
月
壬
戌
（
九
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂
」「
安
倍
大
夫
」（
大
将
軍
大
野
東
人
等
言
）

・
天
平
勝
宝
四
年
三
月
甲
午
（
十
七
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
虫
麻
呂
」（
卒
記
事
）

・
天
平
宝
字
四
年
六
月
乙
丑
（
七
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
嶋
麻
呂
」（
光
明
の
御
装
束
司
）

・
天
平
宝
字
五
年
三
月
乙
未
（
十
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
嶋
麻
呂
」（
卒
記
事
）

・
天
平
宝
字
八
年
九
月
丁
未
（
十
三
日
）
条
「
安
倍
朝
臣
息
道
」（
叙
位
記
事
↓
正
五
位
上
）

右
の
八
例
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
嶋
麻
呂
は
「
安
倍
」
が
三
例
あ
る
が
、
天
平
十
九
〜
天
平
勝
宝
三
年
七
月
の
八
例
は
「
阿
倍
」
が

続
き
、
同
四
年
八
月
と
五
年
正
月
も
「
阿
倍
」
で
あ
る
。
虫
麻
呂
は
「
安
倍
」
が
四
例
あ
る
が
、
天
平
九
年
九
月
〜
十
二
年
九
月
の
五
例

と
十
二
年
十
一
月
〜
天
平
勝
宝
三
年
正
月
の
七
例
は
「
阿
倍
」
で
あ
る
。
最
後
の
息
道
は
天
平
宝
字
六
年
正
月
〜
天
平
宝
字
七
年
正
月
の

三
例
は
「
阿
倍
」
で
、
同
八
年
十
月
の
一
例
は
「
阿
倍
」
で
、
天
平
神
護
以
降
「
阿
倍
」
が
六
例
、「
安
倍
」
が
五
例
と
拮
抗
し
、
統
一

（
�
）

さ
れ
て
い
な
い
。

右
の
十
三
例
に
つ
い
て
、
第
四
節
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
記
録
（
原
史
料
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な

く
、
編
纂
時
の
改
変
あ
る
い
は
後
次
の
編
纂
時
で
の
追
記
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
か
つ
て
、『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
（
国

（
�
）

史
編
纂
）
以
前
に
実
録
の
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
た
が
、
実
録
の
段
階
で
は
こ
れ
ら
の
記
事
は
な
か
っ
た
の
で
、
編
纂
段
階

で
追
記
し
た
た
め
そ
の
時
に
使
わ
れ
て
い
る
「
安
倍
」
と
表
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
天
平
十
二
年
の
「
安
倍
虫
麻
呂
」
の

三
例
は
藤
原
広
嗣
の
乱
時
の
大
野
東
人
の
奏
言
に
出
て
く
る
が
、
現
行
の
『
続
日
本
紀
』
の
文
章
は
広
嗣
を
擁
護
す
る
目
的
で
光
仁
朝
に

（
�
）

（
�
）

記
述
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
そ
れ
が
、「
安
倍
」
表
記
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四
「
阿
倍
」
の
表
記
に
つ
い
て

「
安
倍
」
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
依
然
と
し
て
使
わ
れ
る
「
阿
倍
」
に
何
か
し
ら
の
意
味
や
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。「
阿
倍
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
時
期
に
「
安
倍
」
が
あ
る
こ
と
は
追
記
や
改
変
が
考
え
ら
れ
る
が
、
反
対
に
「
安
倍
」
が
多
用

さ
れ
て
い
る
時
期
で
の
「
阿
倍
」
に
は
追
記
や
誤
記
は
考
え
が
た
い
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
天
平
神
護
か
ら
宝
亀
に
か
け
て
、「
安
倍
」
の
用
例
が
多
く
は
な
る
も
の
の
、
い
ま
だ
「
阿
倍
」
を
圧
倒
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
安
定
的
に
「
安
倍
」
が
多
く
な
る
の
は
巻
三
十
七
の
延
暦
元
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
延
暦
元
年
以
降
「
阿
倍
」
は
十
三
例

と
少
な
く
な
る
。
記
事
の
内
訳
は
、
叙
位
記
事
四
例
、
任
官
記
事
五
例
、
崩
薨
記
事
二
例
、
崩
御
に
伴
う
山
作
司
と
御
葬
司
の
任
命
が
一

例
ず
つ
で
あ
る
。

例
数
的
に
注
目
さ
れ
る
の
は
弟
当
で
「
阿
倍
」
が
三
例
、「
安
倍
」
も
三
例
あ
り
、
時
期
的
に
は
入
れ
込
み
が
あ
る
。
彼
の
場
合
、『
日

本
後
紀
』
で
も
延
暦
十
八
年
九
月
の
任
官
記
事
「
阿
倍
」
で
、
同
二
十
三
年
正
月
の
任
官
記
事
と
大
同
三
年
六
月
の
卒
記
事
で
は
「
安

倍
」
で
あ
る
。「
阿
倍
」
に
こ
だ
わ
っ
た
人
物
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

『
日
本
後
紀
』
で
残
る
「
阿
倍
」
表
記
の
う
ち
三
例
が
阿
倍
複
姓
か
ら
阿
倍
賜
姓
で
あ
る
こ
と
を
先
に
注
意
し
た
。『
日
本
後
紀
』
欠
失

部
分
で
は
延
暦
十
七
年
の
卒
伝
「
阿
倍
」
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
ま
で
捨
象
し
て
き
た
東
北
地
方
の
ア
ベ
複
姓
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
神
護
景
雲
三
年
三
月
に
ア
ベ
複
姓
が
あ
り
、

「
阿
倍
陸
奥
＊
」「
阿
倍
安
積
＊
」「
阿
倍
信
夫
＊
」「
安
倍
柴
田
＊
」「
阿
倍
会
津
＊
」、
宝
亀
三
年
七
月
に
は
「
阿
倍
安
積
＊
」、
天
応
元

年
九
月
に
は
「
安
倍
猨
嶋
」、
延
暦
元
年
五
月
安
倍
信
夫
」、
同
年
六
月
「
安
倍
猨
嶋
」、
三
年
二
月
「
阿
倍
猨
嶋
」、
七
年
二
月
「
安
倍
猨
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嶋
」、
八
年
六
月
「
安
倍
猨
嶋
」、
八
年
九
月
「
安
倍
猨
嶋
」、
十
年
九
月
「
阿
倍
安
積
」
の
一
四
例
で
、「
阿
倍
○
○
」「
安
倍
○
○
」
が

七
例
ず
つ
で
あ
る
。
＊
印
を
付
け
た
の
は
賜
姓
記
事
で
あ
る
。
賜
姓
記
事
で
は
「
阿
倍
○
○
」
が
五
例
、「
安
倍
○
○
」
が
一
例
と
な
る
。

『
日
本
後
紀
』
で
は
延
暦
十
五
年
十
二
月
に
「
阿
倍
安
積
」、『
続
日
本
後
紀
』
で
は
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
二
月
＊
・
八
年
三
月
・
十
一

年
正
月
＊
・
十
五
年
五
月
＊
の
四
例
す
べ
て
が
「
阿
倍
○
○
」
で
あ
る
（
う
ち
賜
姓
記
事
＊
は
三
例
）。
東
北
地
方
の
ア
ベ
複
姓
に
は

「
阿
倍
○
○
」
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
賜
姓
記
事
に
お
い
て
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
現
象
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ベ
複
姓
に
お
い
て
、
当
該
期
で
の
少
数
表
記
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
養
老
元
年
八
月
の
「
安
倍
他

田
」、
天
平
神
護
二
年
三
月
の
「
阿
陪
小
殿
＊
」、
神
護
景
雲
元
年
正
月
の
「
阿
倍
小
殿
」、
宝
亀
九
年
正
月
・
二
月
・
八
月
の
「
阿
倍
志

斐
」、『
日
本
後
紀
』
は
先
に
紹
介
し
た
三
記
事
で
あ
る
。
や
は
り
、
賜
姓
記
事
に
「
阿
倍
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
阿
倍
」
表
記
が
残
る
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
本
節
冒
頭
に
あ
げ
た
中
で
、
叙
位
や
任
官
記
事
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
見
解
は
な

い
が
、
崩
薨
記
事
や
山
陵
造
営
官
の
任
命
、
改
賜
姓
と
い
っ
た
記
事
に
は
共
通
項
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
治
部
省
関
連
の
事
柄
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
治
部
卿
の
職
掌
と
し
て
「
本
姓
」「
喪
葬
」「
諱
」
が
あ
る
。
も
っ
と
も
「
功
臣
家
伝
」
は
式
部
卿
の
職
掌
で
は
あ

る
。
延
暦
十
七
年
の
羽
栗
翼
の
卒
伝
に
「
阿
倍
」
が
あ
る
が
、『
類
聚
国
史
』
は
こ
れ
を
還
俗
僧
に
収
め
て
い
る
よ
う
に
、
元
僧
侶
と
し

て
治
部
省
管
下
の
玄
蕃
寮
の
史
料
に
基
づ
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

「
阿
倍
」
氏
が
「
安
倍
」
氏
と
な
っ
た
の
は
法
令
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
願
い
出
て
裁
可
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

根
本
と
し
て
は
「
阿
倍
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
改
賜
姓
や
山
陵
造
営
に
関
わ
る
治
部
省
関
連
の
史
料
で
は
本
来
的
な
「
阿
倍
」
で
表
記
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
弘
仁
五
年
完
成
の
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
お
け
る
ア
ベ
表
記
は
「
阿
倍
」
で
あ
る
こ

と
の
理
由
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、「
阿
倍
」
表
記
の
最
後
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
六
月
の
記
事
が
「
日
本
紀
」
の
講
読
記

事
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
記
載
か
ら
「
阿
倍
」
表
記
を
想
起
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
弘
仁
以
降
は
「
安
倍
」
の
表
記
一
色
と
な
る

「
阿
倍
」
か
ら
「
安
倍
」
へ
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が
、
本
来
的
に
は
「
阿
倍
」
で
あ
り
、「
安
倍
」
は
通
称
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
孝
謙
が
在
位
し
た
天
平
勝
宝
期
か
ら
天
平
宝
字
二
年
七
月
ま
で
、
そ
し
て
重
祚
し
て
（
称
徳
）
位
に
あ
っ
た
天
平
神
護
か
ら

神
護
景
雲
期
に
お
い
て
、
避
諱
の
「
安
倍
」
は
多
少
の
広
が
り
を
み
せ
る
が
一
般
化
せ
ず
、
称
徳
亡
き
後
十
年
以
上
経
っ
た
桓
武
の
治
世

下
で
「
安
倍
」
の
使
用
が
広
ま
っ
て
い
る
。
巻
三
十
七
延
暦
元
年
か
ら
広
が
る
と
述
べ
た
が
、
細
か
く
み
る
と
同
年
正
月
の
二
例
は
「
阿

倍
」
で
、
閏
正
月
の
二
例
か
ら
「
安
倍
」
が
圧
倒
的
に
な
る
。「
安
倍
」
の
一
般
化
が
こ
の
時
期
に
始
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
史
料

の
語
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
閏
正
月
は
氷
上
川
継
事
件
が
あ
っ
た
月
で
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
が
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
聖
武
の
血
を
ひ
く
最
後
の
男
子
が
こ
れ
に
よ
り
、
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
聖
武
の
後
継
者

（
�
）

阿
倍
内
親
王
を
想
起
さ
せ
る
「
阿
倍
」
を
避
け
「
安
倍
」
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
著
で
説
い
た
よ
う
に
、
桓
武
の
女
帝
・

女
性
皇
太
子
の
否
定
と
い
う
姿
勢
と
軌
を
一
に
す
る
変
化
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
牽
強
付
会
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ

な
い
。

お

わ

り

に

長
屋
王
家
木
簡
に
よ
っ
て
、「
安
倍
」
と
「
阿
倍
」
は
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
阿
」
と
「
安
」
を
通
用
と

は
捉
え
ず
に
変
化
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
時
期
や
意
味
を
検
討
し
た
。

天
平
十
年
の
内
親
王
立
太
子
を
き
っ
か
け
に
避
諱
と
し
て
「
安
倍
」
が
ア
ベ
氏
の
一
部
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
広
が
る

も
の
の
、
即
位
や
重
祚
し
た
後
も
一
般
的
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
桓
武
の
治
世
が
始
ま
る
と
延
暦
元
年
以
降
は
「
安

倍
」
が
多
く
な
り
、
延
暦
十
一
年
以
降
の
『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
は
僅
か
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
阿
倍
」
表
記
が
続
け
ら
れ
た

「
阿
倍
」
か
ら
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理
由
は
、「
安
倍
」
が
法
令
な
い
し
は
申
請
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
改
姓
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
根
本
と
し
て
は
「
阿
倍
」
の
ま
ま
だ
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
提
と
な
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
の
原
本
が
残
っ
て
い
な
い
現
状
で
、
筆
写
の
段
階
で
誤
記
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
原
本

に
お
い
て
も
誤
記
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
早
い
時
期
で
の
「
安
倍
」
表
記
、
遅
い
時
期
で
の
「
阿
倍
」
表
記
の
原
因
な
り
理
由
を
考

え
て
み
た
が
、
そ
れ
で
も
結
局
は
す
べ
て
を
説
明
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
�
）

ま
た
、
地
名
の
「
安
倍
郡
」
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
天
平
十
年
度
「
駿
河
国
正
税
帳
」
に
「
安
倍
郡
」
が
あ
る
。
同
年
正
月
が

阿
倍
内
親
王
の
立
太
子
で
あ
る
か
ら
、
今
後
、
天
平
九
年
以
前
の
木
簡
な
ど
の
史
料
が
発
見
さ
れ
、「
阿
倍
郡
」「
安
倍
郡
」
い
ず
れ
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註
（
１
）
ア
ベ
氏
に
関
わ
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
大
塚
徳
郎
「
阿
倍
氏
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
│
一
〇
・
一
一
、）
志
田
諄
一
「
阿

倍
氏
」（『
古
代
氏
族
の
性
格
と
伝
承
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年
）、
高
島
正
人
「
奈
良
時
代
の
阿
倍
朝
臣
氏
」（『
奈
良
時
代
諸
氏
族

の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。

（
２
）
東
北
の
最
有
力
豪
族
も
「
安
倍
」
氏
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
外
で
あ
る
。

（
３
）
大
系
本
と
岩
波
本
の
異
同
に
つ
い
て
。
巻
十
三
の
天
平
十
二
年
十
一
月
丙
戌
（
三
日
）
条
は
、
大
系
本
で
は
「
安
倍
」
で
頭
注
に
「
安
、

金
本
作
阿
」
と
し
、
岩
波
本
で
は
「
阿
倍
」
で
頭
注
に
「
阿
〔
紀
略
〕
│
安
〔
兼
等
、
大
〕」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
岩
波
本
に
よ
っ
た
。

「
阿
」
と
「
安
」
の
比
較
で
あ
る
か
ら
関
係
は
な
い
が
、「
倍
」
の
部
分
で
目
立
っ
た
と
こ
ろ
を
以
下
に
年
月
日
で
示
し
て
お
く
。

・
大
系
本
で
、
頭
注
が
な
く
、「
阿
倍
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
「
阿
部
」
と
し
て
い
る
も
の：

巻
五
和
銅
五
・
一
一
・
二
〇
、
巻
十
天
平
一

・
三
・
四
、
巻
十
二
天
平
七
・
九
・
二
八
、
巻
二
十
二
天
平
宝
字
三
・
五
・
一
七
。

・
大
系
本
で
、
頭
注
が
な
く
、「
安
倍
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
「
安
部
」
と
し
て
い
る
も
の：

巻
九
養
老
六
・
二
・
一
。

・
大
系
本
・
岩
波
本
と
も
頭
注
が
な
く
「
阿
倍
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
「
阿
部
」
と
し
て
い
る
も
の：

巻
六
霊
亀
一
・
五
・
二
二
「
阿
部
」
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広
庭
（
同
記
事
に
は
首
名
・
安
麻
呂
は
「
阿
倍
」
と
す
る
）。

ま
た
「
部
」
を
「
陪
」「
位
」
な
ど
と
す
る
写
本
が
あ
る
が
、
異
同
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

（
４
）
大
系
本
に
よ
る
。
た
だ
し
三
条
西
家
本
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）
に
て
確
認
し
た
。

（
５
）
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

本
文
篇
』（
一
九
六
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
６
）
阿
倍
志
斐
が
二
例
。
ま
た
、
姓
氏
録
逸
文
に
も
一
例
「
阿
倍
」
が
あ
る
。

（
７
）
『
大
日
古
』
で
は
「
阿
倍
」「
安
倍
」
と
す
る
も
の
の
、
紙
焼
き
写
真
や
影
印
本
に
よ
る
と
誤
記
で
あ
る
箇
所
を
列
記
し
て
お
く
。
な
お
、

以
下
に
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

・『
大
日
古
』
で
は
「
阿
部
酒
主
」
と
す
る
が
、「
阿
刀
酒
主
」
で
あ
る
箇
所：

『
大
日
古
』
七
│
二
二
四

・『
大
日
古
』
で
は
「
阿
部
」
と
す
る
が
、「
阿
倍
」
で
あ
る
箇
所：

『
大
日
古
』
三
│
三
一
二
（
縄
麻
呂
）、
三
│
五
三
三
（
万
呂
）、
九
│
四

九
（
万
呂
）、
十
五
│
一
三
〇
（
魚
道
）

（
８
）
天
平
か
ら
天
平
感
宝
へ
の
改
元
は
天
平
二
十
一
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
も
の
を
天
平
年
間
と
し
た
。
ま
た
、
天
平
感
宝
か

ら
天
平
勝
宝
へ
の
改
元
は
元
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
天
平
感
宝
四
月
か
ら
七
月
の
改
元
以
前
も
天
平
勝
宝
元
年
と
し
て
い
る
。

（
９
）
天
平
勝
宝
九
歳
八
月
に
天
平
宝
字
と
改
元
さ
れ
る
ま
で
を
天
平
勝
宝
期
と
し
た
。

（
１０
）
『
大
日
古
』
は
こ
の
文
書
を
天
平
宝
字
五
年
と
す
る
が
、
野
村
忠
夫
「
所
謂
「
上
級
官
人
歴
名
」
断
簡
補
考
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
│

七
、
一
九
五
六
年
）
が
天
平
宝
字
二
年
の
も
の
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
１１
）
早
川
庄
八
「
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
と
任
官
儀
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
、
一
九
八
六
年
、
岩
波
書
店
）。

（
１２
）
『
大
日
古
』
九
│
三
五
七
、
三
│
三
一
二
、
十
一
│
七
〇
、
十
一
│
一
五
六
。

（
１３
）
『
大
日
古
』
十
一
│
四
三
八
、
十
一
│
四
三
九
。

（
１４
）
『
大
日
古
』
十
二
│
二
八
八
。

（
１５
）
『
大
日
古
』
三
│
四
四
一
、
十
二
│
三
六
八
。

（
１６
）
「
安
倍
」
が
「
安
部
」
で
あ
る
場
合
も
多
い
。

（
１７
）
『
平
安
遺
文
』
一
〇
│
四
八
九
七
。

（
１８
）
『
平
安
遺
文
』
一
〇
│
四
八
九
八
。

「
阿
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（
１９
）
『
平
安
遺
文
』
三
│
一
〇
九
二
。

（
２０
）
『
万
葉
集
』
八
│
一
六
一
三
。

（
２１
）
『
平
城
京
木
簡
』
二
│
一
八
二
六
、
二
│
二
四
一
一
。

（
２２
）
東
野
治
之
「
長
屋
王
家
木
簡
の
文
体
と
用
語
」（『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
一
九
九
六
年
、
塙
書
房
）

（
２３
）
松
嶋
順
正
『
正
倉
院
寳
物
銘
文
集
成
』（
一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
２４
）
天
平
宝
字
五
年
正
月
戊
子
（
二
日
）
条
。

（
２５
）
中
国
歴
代
王
朝
の
避
諱
に
つ
い
て
は
、
陳
新
會
『
史
諱
擧
例
』（
一
九
八
七
年
、
文
史
哲
出
版
社
）
が
あ
る
。
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
ア

ジ
ア
史
学
専
修
阪
倉
篤
秀
先
生
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
２６
）
「
改
字
」
は
漢
字
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
、「
空
字
」
は
該
当
の
漢
字
を
書
か
ず
に
空
白
に
す
る
こ
と
、「
欠
筆
」
は
漢
字
の
一
画
（
多
く
は

最
終
画
）
を
書
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
２７
）
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
九
月
壬
戌
（
三
日
）
条
。

（
２８
）
天
平
七
年
四
月
辛
亥
（
二
十
六
日
）
条
。

（
２９
）
天
平
十
三
年
七
月
辛
亥
（
三
日
）
条
。

（
３０
）
天
平
宝
字
年
間
ま
で
で
、「
安
倍
」
表
記
を
み
せ
る
六
名
の
う
ち
、
系
譜
が
分
か
る
の
は
、
宿
奈
麻
呂
（
引
田
系：

比
羅
夫
の
子
）、
広
庭

（
布
勢
系：

御
主
人
の
子
）、
嶋
麻
呂
（
布
勢
系：
広
庭
の
子
）
の
三
名
で
、
真
君
・
虫
麻
呂
・
息
道
の
三
名
は
系
列
が
不
明
で
あ
る
。

（
３１
）
拙
著
『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』（
二
〇
〇
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
３２
）
拙
稿
「
藤
原
広
嗣
の
乱
」（
註
（
３１
）
拙
著
所
収
）。

（
３３
）
は
じ
め
か
ら
大
野
東
人
の
奏
言
で
「
安
倍
」
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
安
倍
御
母
な
ど
一
部
の
「
安
倍
」
使
用
を

知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
誤
記
か
の
い
ず
れ
か
に
な
ろ
う
。

（
３４
）
註
（
３１
）
拙
著
。

（
３５
）
『
大
日
古
』
二
│
一
二
六
。

「
阿
倍
」
か
ら
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安
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」
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